
 本市では、平成 27 年 10 月に「米沢市農業振興計画」を策定したところですが、計画期

間が終了することに伴い、「第 2次米沢市農業振興計画」の策定を進めております。 

このたび、計画案を取りまとめましたので、パブリック・コメントを実施し、広く市民

の皆様等から意見を募集しますので、お知らせします。 

記 

１．第 2次米沢市農業振興計画（案）について 

  農業をめぐる情勢は大きく変化しており、これまでの取組を振り返り、その成果や課 

題などの現状を把握するとともに、地域の実情や特色に応じた施策を展開していくこと 

が重要になります。 

 目指す本市農業の将来像や基本方針を明確にし、その実現に向けて取り組む内容を示

すため、「第 2次米沢市農業振興計画」を策定するものです。 

２．意見の募集期間 

  令和 6年 12月 1日（日）～令和 6年 12月 20日（金） 

３．計画案の閲覧場所 

  市ホームページ、農政課（市役所 2階 6番窓口）、市役所市民ホール（市役所 1階）、 

市内各コミュニティセンター、山形おきたま農業協同組合（米沢中央支店、米沢支店） 

４．意見を提出できる方 

  米沢市民の方、市内の事業所等に勤務している方、市内の学校に在学している方、 

  市内で農林水産業に従事している方、市内に農地を有している方、この施策に利害 

関係を有する方 

５．意見の提出方法 

  「御意見様式」に住所・氏名・電話番号・御意見等を記載し、農政課に直接持参する

か、又は郵送、ファックス、電子メール、電子申請（やまがた e 申請）のいずれかの方

法により御意見をお寄せください。 

第２次米沢市農業振興計画（案）のパブリック・

コメントの実施について

令和６年１１月２７日 

農政課農政担当 

電話 22-5111（内線 4306） 

米沢市報道資料 



６．意見の提出先 

  〒992-8501 米沢市金池五丁目 2番 25号 産業部農政課 

  ファックス 0238-22-0498 

  電子メール norin-ka@city.yonezawa.yamagata.jp 

 

以上 

mailto:norin-ka@city.yonezawa.yamagata.jp


　

 

意見・調整

諮問 答申

意見・調整

　

第２次米沢市農業振興計画（案）＜概要版＞

（１）計画策定の背景と目的 （５）本市農業の現状と課題

平成27年10月
本市農業振興の基本理念や基本方針を明確にするため、

「米沢市農業振興計画」を策定
＜本市農業の現状＞

○人口減少や高齢化の進行に伴い、総農家数及び基幹的農業従事者数は減少傾向にある。基幹的農業
　従事者数は平成22年から令和2年までの10年間で3割以上減少している。
○基幹的農業従事者数全体に占める65歳以上の割合は年々高くなっており、令和2年は全体の約6割を
　占めている。
○農業経営体数は年々減少しているものの、10ha以上の大規模経営体数は増加しており、令和2年は
　全体の約1割を占めている。また、3ha未満の小規模経営体数が占める割合は年々減少しているもの
　の、令和2年は全体の約6割を占めている。
○農業経営体数は年々減少しているものの、経営耕地面積は増加している。特に水田面積が増加して
　おり、令和2年は全体の約9割を占めている。
○稲作による単一経営体数が全体の約8割を占めており、複合経営体のうち、稲作が主位部門である
　経営体数は全体の約5割を占めている。
○新規就農者数は毎年約15人程度増えており、雇用就農者数の割合が高くなっている。
○有害鳥獣による被害額は長期的には減少傾向であるものの、令和3年から令和5年までの直近3年間
　は増加している。
○農業産出額は微増となっており、そのうち、畜産が全体の約5割を占めている。

令和2年12月
後期5年間に重点的に取り組む内容を示すため、
「米沢市農業振興計画第2期重点取組事項」を設定

○本市の基幹的農業従事者数は年々減少、高齢化は年々進行
⇒農業分野における担い手不足と高齢化は顕著
○世界的な人口増加等に伴う食料争奪の激化、農業生産活動における環境負荷低減への取組、
　人口減少下における農業の持続的な発展
⇒「食料・農業・農村基本法」が約25年ぶりに改正
○令和4年5月に農業経営基盤強化促進法が改正
⇒「人・農地プラン」から「地域計画」へ法定化、目標地図の策定

農業をめぐる情勢の大きな変化

令和７年３月
（予定）

地域の実情や特色に応じた施策の展開が重要であり、
目指す本市農業の将来像や基本方針を明確にするため、

「第2次米沢市農業振興計画」を策定

（２）計画の期間 ＜本市農業の課題＞

（６）目指す本市農業の将来像及び基本方針米沢市農政審議会
（農業委員会の会長、農業協同組合その他の農業関係団体の代表者、知識経験を有する者、農業関係行政機関の職員）

【「もうかる農業」の実現】
　安全で付加価値の高い農産物の生産・販売によって所得向上が図られる営農を
　推進し、農業者が誇りとやりがいが持てる持続可能な農業経営により、「もうか
　る農業」の実現に向けて取組を進めていきます。

【基本方針】
（１）意欲ある担い手の育成と確保、多様な人材の活躍促進
（２）地域の特性を活かした農業経営基盤の強化
（３）農産物の消費拡大と農山村地域の活性化
（４）優良農地の保全と中山間地域の農業振興
（５）環境保全型農業の推進と農業分野における脱炭素化の推進

米沢市農業振興計画策定作業部会
（人・農地部会、土地利用型作物部会、グリーンツーリズム・地産地消・市民交流部会、園芸作物部会、畜産部会）

米沢市（事務局：農政課）

(１)担い手の減少と高齢化の進行
　地域農業をけん引していく認定農業者や新規就農者等への支援、女性農業者や兼業農家等の多様な
　人材の育成と確保が必要である。
(２)収益力向上へ向けた取組の強化
　転作作物への転換、スマート農業用機械や省力化技術の導入による経営の低コスト化、収益性の高
　い園芸作物との複合経営の推進が重要である。
(３)地域資源の活用と連携の強化
　地域資源の活用や所得向上を図るため、6次産業化や教育旅行の受入を商工業や観光・教育分野等
　の異業種と連携して取り組む必要がある。
(４)中山間地域における農業資源の保全と活用
　農業生産活動により多面的な機能を発揮するため、中山間地域における農業振興と農地保全が重要
　である。
(５)環境保全型農業の推進と脱炭素社会に向けた取組
　環境と親和性が高い農業は、環境負荷低減への配慮や脱炭素社会に向けた取組が求められている。

　令和7年度から令和16年度までの10年間。
　中間年の5年経過を基本に、農業情勢や社会情勢の変化に対応するため、必要な見直しを行うものと
する。

（３）計画の位置づけ

　本市まちづくりの最上位計画である「米沢市まちづくり総合計画」の部門計画として位置づけ、国や
県等の農業関係計画及び各種行政計画と整合性を保ちつつ、連携・補完し、効果的な推進を図るものと
する。

（４）計画策定の推進体制



（７）施策の体系

基本方針 中分類 施策

①多様な地産地消・地産訪消の取組

⑤米政策への対応

（２）園芸作物の振興 ①野菜の振興

②果樹の振興

②自給飼料作物の生産振興

③畜産環境・飼養衛生管理

（4）農業災害対策

③花きの振興

①畜産の生産振興

③生産者と消費者との連携

（２）農業分野における脱炭素化の推進

②有機農業の推進

②耕作放棄地の解消

（2）中山間地域の農業生産活動 ①中山間地域等直接支払制度の推進

①優良農地の確保

②食育の推進

③市民農園の充実

④内水面漁業の振興

（3）グリーン・ツーリズムの推進 ①教育旅行受入支援

②観光・教育・福祉との連携

１　意欲ある担い手の育成と確保、多様な人材の活躍促進

２　地域の特性を活かした農業経営基盤の強化

３　農産物の消費拡大と農山村地域の活性化

４　優良農地の保全と中山間地域の農業振興 （１）優良農地の保全と効率的利用

（1）６次産業化の推進

（2）地産地消・地産訪消・食育

（３）畜産の振興

（２）地域計画の推進

（１）土地利用型作物の振興

５　環境保全型農業の推進と農業分野における脱炭素化の推進

②地域の特性を活かした生産振興と販路拡大

（3）有害鳥獣の被害防止対策

（１）環境保全型農業の推進 ①土づくりと資源の循環利用促進

④飼料作物の振興

（１）多様な担い手の育成と確保 ①新規就農者・後継者

②集落営農・法人等組織

③認定農業者

④女性農業者

⑤高齢農業者・兼業農家

⑥スマート農業の活用

①稲作の振興

②大豆の振興

③そばの振興


	報道資料1127_第２次米沢市農業振興計画（案）のパブリック・コメントの実施について
	報道資料1127_参考資料(第2次米沢市農業振興計画(案)＜概要版＞)

